
本章では、年金・一時金申請の電子申請の方法を説明します。

6．申請書電子入力
（年金・一時金申請）
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6-1．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」利用方法

本節では、「申請書電子入力（年金・一時金申請）」の利用方法について
説明します。

企業年金ポータル内でいつでもどこでも年金・一時金の申請ができます。
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Step1 申請に必要な添付書類の準備

住民票 運転免許証

添付書類例

各種申請ごとに必要な添付書類は異なりますので、当基金からの
案内に記載されている必須の添付書類を準備してください。

注意：

Step2 「各種申請のお手続き」ボタンを押下

次のページへ
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6-1．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」利用方法

Step3 申請したいお手続きを押下

Step4 本人情報を確認

次のページへ

Point2
申請可能なお手続きの表示

Point1
電子申請マニュアルの表示

Point3
本人情報の確認
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6-1．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」利用方法

Step5 住所を入力し確認

次のページへ

Point4
住所検索機能
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6-1．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」利用方法

Step6 申請したい受給方法を選択し確認

Step7 振込先口座を入力し確認

次のページへ

Point5
選択可能な受給方法の表示

Point6
金融機関検索機能
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6-1．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」利用方法

Step8 必要な添付書類をアップロード

Point7
添付書類のアップロード

次のページへ
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6-1．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」利用方法

Step9 入力内容を確認し申請

Step10 申請完了

Point8
申請情報の修正

Point9
申請の中止



本節では、「申請書電子入力（年金・一時金申請） 」の機能詳細について
説明します。
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6-2．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」詳細説明

• 申請可能なお手続きのボタンが表示されます。

Point2 申請可能なお手続きの表示

申請可能なお手続きがない場合は、ボタンが表示されません。注意：

• 申請のお手続きについてのマニュアルをご用意しております。

• ボタンを押下すると、マニュアルをご覧いただけるページを開きます。

Point1 電子申請マニュアルの表示

マニュアルのページは別タブで開きます。注意：



本節では、「申請書電子入力（年金・一時金申請） 」の機能詳細について
説明します。
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6-2．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」詳細説明

• 本人情報の変更はできません。

当基金に登録されている情報が本人情報欄に表示されます。

表示された本人情報に変更が必要な場合は当基金にご連絡ください。

Point3 本人情報の確認について
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6-2．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」詳細説明

• 「住所検索」ボタンを押下し、住所検索画面にて郵便番号から住所を検

索します。

• 検索結果に住所が表示されますので、「反映する」ボタンを押下します。

Point4 住所検索機能

• 本人情報入力画面の住所、住所（フリガナ）に反映した結果が表示

されますので、番地以降を入力します。
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6-2．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」詳細説明

• 申請可能な受給方法を表示します。

Point5 選択可能な受給方法の表示

• お手元の「東京薬業企業年金基金の給付金見込み額のご案内」の金

額を参考に「受給方法」を選択してください。

• 繰下げが可能な場合、繰下げ年齢申出欄が表示されるので年金または

一時金の受給年齢を選択してください。
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6-2．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」詳細説明

• 「金融機関検索」ボタンを押下後、金融機関検索画面内で金融機関

コード、支店コードから金融機関名称と支店名称を検索します。

• 検索結果に金融機関情報が表示されますので、「反映する」ボタンを押下

します。

Point6 金融機関検索機能

• 振込先口座入力画面の金融機関情報に反映した結果が表示されますので、

口座種目の選択と口座番号を入力します。

金融機関情報は検索機能を利用し、入力してください。注意：
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6-2．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」詳細説明

• 添付書類に関する注意事項を参考に添付書類をアップロードしてください。
※申請に応じて、必要な添付書類の選択画面が表示されます。

添付書類アップロードの際は、アップロードの有無・必須任意に沿ってボタンを
押下し次の画面へ進んでください。

添付書類のアップロード有：「次へ」ボタンを押下

任意の添付書類のアップロード無：「スキップする」ボタンを押下

注意：

Point7 添付書類のアップロード

※こちらの画面は添付書類のアップロードが任意の場合になります。
※添付書類のアップロードが必須の場合、「スキップする」ボタンは表示されません。
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6-2．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」詳細説明

• 「申請」ボタン押下前に入力内容をご確認いただき、修正が必要な場合は、

「入力内容を修正する」ボタンを押下し、修正が必要な項目の申請情報を

修正してください。

Point8 申請情報の修正

• 申請の途中で前の画面で入力した情報を修正したい場合は、

画面左上の「＜戻る（はじめからやり直す）」ボタンを押下し、

本人情報入力画面から修正が必要な項目の申請情報を修正してください。
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6-2．「申請書電子入力
（年金・一時金申請）」詳細説明

• 申請を中止する場合は、各画面下にある「中止する（メニューに戻る）」

ボタンを押下してください。

Point9 申請の中止

申請を中止した場合は、入力した内容が削除されます。注意：




